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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月８日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 大分県津久見市津久見港東方沖  

 津久見市所在の高
たか

甲
ごう

岩
いわ

灯台から真方位０６６°２.７海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°０７.９′ 東経１３２°０４.６′） 

事故調査の経過  平成２４年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 ゆうしん丸、４９９トン 

   １３４８８８、勇
ゆう

進
しん

海運株式会社 

   ７５.５０ｍ×１２.３０ｍ×６.８７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年４月 

Ｂ 押船 第二十一栄
えい

進
しん

丸、７０トン 

   １２９４０９、豊
ほう

予
よ

汽船株式会社 

   ２０.０６ｍ（Lr）×７.５０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、昭和６２年６月 

Ｃ バージ 第二十一栄
えい

進
しん

丸、１,６７０トン 

   なし、豊予汽船株式会社 

   ７３.００ｍ×１３.５０ｍ×６.００ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６２年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年８月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月２８日 

    免状有効期間満了日 平成２８年８月２８日 

甲板長Ａ 男性 ６４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年１１月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年４月１７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 
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   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年７月１７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月１９日 

 死傷者等 Ａ、Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に船首から船尾にかけての擦過傷及び凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船首部に擦過傷及び凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、甲板長Ａほか３人が乗り組み、甲板長Ａが、１人

で船橋当直に就き、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で津久見港東方沖を自動操舵により北北西進中、平成２４年８

月８日０５時３０分ごろ霧模様となって視界が悪化してきたが、わざ

わざ連絡するまでもないと思い、そのことを船長Ａに報告しなかっ

た。 

甲板長Ａは、視程が約１００～２００ｍに狭められて視界制限状態

となり、０.５Ｍレンジとしたレーダーで見張りを行っていたが、左

舷船首約１０°０.５Ｍ付近にＣ船のレーダー映像を認めたものの、

Ａ船がＣ船の船首方を通過することができると思い、操舵室の左のド

アを開け、目視でＣ船を確認しようとしていたところ、Ａ船の左舷船

首部とＣ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝撃を感じて直ちに昇橋して機関を停止し、ＶＨＦ無線

電話で衝突したＣ船を呼び出しているところを海上保安庁に傍受さ

れ、海上保安庁に事故報告をした。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、無人で海砂１,０００ｍ3 を積

載したＣ船の船尾凹部にＢ船を入り込ませ、Ｂ船の船首部及び船尾部

の両舷を油圧でＣ船に圧着させて結合し、押船列（以下「Ｂ船押船

列」という。）を構成して津久見港を出港した。 

Ｂ船押船列は、愛媛県宇和島市宇和島港に向け、約６～７kn の速

力、針路真方位約０７０°で航行中、０４時３０分ごろ、霧により視

界制限状態となったので、航行を中断して漂泊し、視界が少し回復し

てきたので、船長Ｂがレーダーで見張りを行い、機関長が手動操舵に

就き、Ｃ船の船首甲板とＢ船の操舵室の右舷ウィングに見張り員を配

置した後、航行を再開した。 

Ｂ船押船列は、東北東進中、再び視界が悪化して視程が約２００ｍ

となったので、機関を停止して前進行きあしで航行中、船長Ｂが１.

５Ｍレンジとしたレーダーで右舷船首方０.５Ｍ付近のＡ船のレーダ

ー映像に気付き、そのレーダー映像が接近するので、短音５回以上の

汽笛信号を鳴らし、更に機関を後進にかけたが、０６時１０分ごろ、

津久見港東方沖において、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

Ａ船とＢ船押船列は、漂泊して海上保安庁の調査を受けた後、自力
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で航行を続けた。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００～２００ｍ 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時２９分ごろ 

 その他の事項 

 

 喫水は、Ａ船が船首約１.５３ｍ、船尾約３.５８ｍであり、Ｃ船が

船首約４.５０ｍ、船尾約５.４０ｍであった。 

 Ａ船及びＢ船押船列は、霧中信号を行っていなかった。 

 船長Ａは、次直の甲板長Ａに船橋当直を引き継ぐ際、「航行船に注

意すること、危ないと思ったらすぐに報告すること」等を指示してい

た。 

 Ａ船及びＢ船押船列は、航海灯を点灯していた。 

 Ｂ船及びＣ船は、ＶＨＦ無線電話がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、視界制限状態の津久見港東方沖を北北西進中、甲板長Ａ

が、０.５Ｍレンジとしたレーダーで見張りを行うとともに、Ｂ船押

船列のレーダー映像を左舷船首約１０°０.５Ｍ付近に認めた際、Ａ

船がＢ船押船列の船首方を通過することができると思い、針路及び速

力を保持して航行を続け、Ｂ船押船列のＣ船と衝突したものと考えら

れる。 

 甲板長Ａは、視界制限状態になったことを船長Ａに報告しなかった

ものと考えられる。 

甲板長Ａは、視界制限状態になった際、Ａ船の速力を安全な速力に

減じず、汽笛による霧中信号を行っていなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、視界制限状態の津久見港東方沖を東北東進中、船長Ｂが、

１.５Ｍレンジとしたレーダーで見張りを行っていたことから、右舷

船首方０.５Ｍ付近でＡ船の映像を認め、レーダー映像が接近するの

で、汽笛による信号を吹鳴し機関を後進としたが、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ｂは、視界制限状態になった際、機関を停止して前進惰力で航

行していたが、汽笛による霧中信号を行っていなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、視界制限状態の津久見港東方沖において、Ａ船が北北西

進中、Ｂ船押船列が東北東進中、甲板長Ａが、０.５Ｍレンジとした

レーダーで見張りを行うとともに、Ｂ船押船列の映像を約０.５Ｍに

認めた際、Ａ船がＢ船押船列の船首方を通過することができると思

い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが、１.５Ｍレン

ジとしたレーダーで見張りを行っていたため、両船が衝突したことに
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より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態の中で航行する際は、霧中信号を行うこと。 

・視界制限状態の中で航行中においては、他の船舶を早期に探知で

きるようレーダーレンジを長距離や短距離に適切に切り替えて使

用すること。 

 




